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上
京
納
税
協
会
の
窓
口
に
あ
る
「
入
会
申
込
書
」
に
記
入
し
て
い
た

だ
く
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ご
入
会
い
た
だ
け
ま
す
。

　

会
費
は
、
法
人
・
個
人
別
に
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

※

詳
し
く
は
、
窓
口
又
は
お
電
話
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

ご
入
会
の
お
申
込
み
は
こ
ち
ら

携
帯
電
話
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
下
記
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

ま
た
は
、
左
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
へ
ア
ク
セ
ス
し
て
く
だ
さ
い
。

ご入会の手続き

　

令
和
２
年
分
の
所
得
税
及
び
復
興
特
別

所
得
税
の
確
定
申
告
の
受
付
は
令
和
３
年

３
月
15
日
ま
で
で
す
。
申
告
期
限
間
近
に

な
り
ま
す
と
税
務
署
は
大
変
混
雑
す
る
こ

と
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
確
定
申
告
は

で
き
る
だ
け
早
め
に
お
済
ま
せ
く
だ
さ
い
。

　

還
付
を
受
け
る
た
め
の
申
告
は
、
２
月

16
日
よ
り
前
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

期
限
内
に
申
告
や
納
税
を
し
な
か
っ
た

り
、
間
違
っ
た
申
告
を
し
ま
す
と
、
後
で

不
足
の
税
金
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

だ
け
で
な
く
、
加
算
税
や
延
滞
税
を
納
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
の

で
お
気
を
つ
け
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
申
告
を
行
う
必
要
の
な
い
人
で

も
、
個
人
事
業
税
、
個
人
住
民
税
の
申
告

は
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

　

令
和
２
年
分
の
贈
与
税
の
申
告
受
付
は
、

令
和
3
年
2
月
１
日
か
ら
3
月
15
日
ま
で
で

す
。

　

納
税
も
申
告
期
限
と
同
じ
日
ま
で
に
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
贈
与
税
額
が
10
万

円
を
超
え
、
か
つ
、
金
銭
で
一
時
に
納
付
す

る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
５
年
以
内
の
年

賦
で
納
め
る
延
納
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

贈
与
税
の
申
告
及
び
納
付

期
限
は
3
月
15
日
で
す

　

個
人
事
業
者
の
令
和
２
年
分
の
消
費
税
及

び
地
方
消
費
税
の
確
定
申
告
・
納
付
の
期
限

は
、
令
和
3
年
3
月
31
日
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ご
準
備
は
お
早
め
に
お
願
い
し
ま
す
。

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税

の
確
定
申
告
・
納
付
も

お
忘
れ
な
く
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早 め に 申 告 　 早 め に 納 税

こ
ん
な
方
は
確
定
申
告
の
必
要
が
あ
り
ま
す

こ
ん
な
方
は
確
定
申
告
の
必
要
が
あ
り
ま
す

事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
な
ど
が
あ
る
人

土
地
や
建
物
な
ど
を
譲
渡
し
た
人

還
付
申
告
に
つ
い
て

損
失
申
告
に
つ
い
て

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の

確
定
申
告
と
納
税
は
お
早
め
に

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
は
、
所
得
税
と

同
様
に
、
納
税
者
の
方
が
自
分
で
税
額
を
計

算
し
て
申
告
と
納
税
を
行
う
「
申
告
納
税
制

度
」
が
採
ら
れ
て
い
ま
す
。

消
費
税
の
確
定
申
告
を
す
る
必
要
が
あ
る

方
は
、
同
じ
申
告
書
用
紙
で
地
方
消
費
税
の

確
定
申
告
も
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

令
和
２
年
分
の
申
告
と
納
税
は
令
和
３
年

３
月
31
日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
３
月

に
入
り
ま
す
と
、
税
務
署
の
窓
口
は
大
変
混

雑
し
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
お
済
ま
せ
く
だ

さ
い
。

申
告
・
納
付
な
ど
に
つ
い
て
お
わ
か
り
に

な
ら
な
い
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
近
く
の

納
税
協
会
ま
で
お
気
軽
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
申
告

に
当
た
っ
て
は
、
次
の
よ
う
な
計
算
表
が
国

税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
に
準
備
さ
れ
て

い
ま
す
の
で
、
利
用
さ
れ
る
と
便
利
で
す
。

○
課
税
取
引
金
額
計
算
表

　

事
業
所
得
用

　

不
動
産
所
得
用

　

農
業
所
得
用

○
課
税
売
上
高
計
算
表

○
課
税
仕
入
高
計
算
表

な
お
、
こ
れ
ら
の
計
算
表
は
、
消
費
税
及

び
地
方
消
費
税
の
確
定
申
告
書
に
添
付
す
る

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

確
定
申
告
を
し
な
く
て
も
よ
い
人
で
も
、

源
泉
徴
収
税
額
や
予
定
納
税
額
が
納
め
す

ぎ
と
な
っ
て
い
る
人
や
、
給
与
所
得
者
で

医
療
費
控
除
、
寄
附
金
控
除
、
住
宅
借
入

金
等
特
別
控
除
、
雑
損
控
除
な
ど
の
適
用

を
受
け
よ
う
と
す
る
人
は
還
付
申
告
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

令
和
２
年
中
の
所
得
金
額
の
合
計
額
が

赤
字
に
な
る
な
ど
の
理
由
で
、
純
損
失
や

雑
損
失
の
繰
越
控
除
、
純
損
失
の
繰
戻
し

に
よ
る
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
人
は
、

損
失
申
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
と
消
費

税
及
び
地
方
消
費
税
の
納
付
に
つ
い
て
は

振
替
納
税
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。

振
替
納
税
を
ご
利
用
の
方
は
、
ご
指
定

の
金
融
機
関
の
預
金
口
座
か
ら
通
知
書
の

金
額
が
引
き
落
と
さ
れ
ま
す
。

便
利
で
安
全
・
確
実
な
振
替
納
税
を
ぜ

ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

手
続
は
簡
単
で
す
。
税
務
署
又
は
取
引

金
融
機
関
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

振
替
日
は
、
所
得
税
が
令
和
３
年
４
月

19
日
、
消
費
税
が
令
和
３
年
4
月
23
日
で

す
の
で
、
そ
の
日
ま
で
に
納
税
額
に
見
合

う
預
金
を
ご
準
備
く
だ
さ
い
。

　

令
和
２
年
分
の
事
業
所
得
な
ど
の
各
種
の

所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
、
雑
損
控
除
な
ど

の
所
得
控
除
の
合
計
額
を
差
し
引
き
、
そ
の

残
額
を
基
に
し
て
算
出
し
た
税
額
が
、
配
当

控
除
額
や
年
末
調
整
の
際
に
控
除
を
受
け
た

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
額
の
合
計
額
を
超

え
る
人
は
確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

　

令
和
２
年
中
に
土
地
や
借
地
権
、
建
物
な

ど
を
売
っ
て
所
得
を
得
た
人
は
、
そ
れ
ら
の

所
得
（
分
離
課
税
の
譲
渡
所
得
）
に
つ
い
て
、

事
業
所
得
な
ど
と
は
分
離
し
て
税
額
を
計
算

し
ま
す
。

　

こ
の
場
合
に
は
、
申
告
書
Ｂ
第
一
表
及
び

第
二
表
の
ほ
か
に
第
三
表
（
分
離
課
税
用
）

を
用
い
、
事
業
所
得
な
ど
そ
の
他
の
所
得
も

合
わ
せ
て
、
確
定
申
告
を
し
ま
す
。

　

土
地
や
建
物
を
売
っ
た
年
の
１
月
１
日
現

在
で
、
そ
の
土
地
や
建
物
の
所
有
期
間
が
５

年
を
超
え
て
い
れ
ば
長
期
譲
渡
所
得
に
、
５

年
以
下
な
ら
短
期
譲
渡
所
得
に
な
り
、
そ
れ

ぞ
れ
別
の
方
法
で
税
額
を
計
算
し
ま
す
。

　

自
分
が
住
ん
で
い
る
家
と
敷
地
を
売
っ
た

場
合
や
、
以
前
に
住
ん
で
い
た
家
と
敷
地
を

住
ま
な
く
な
っ
た
日
か
ら
３
年
を
経
過
す
る

日
の
属
す
る
年
の
12
月
31
日
ま
で
に
売
っ
た

場
合
に
は
、
一
定
の
条
件
の
下
、
税
負
担
が

軽
減
さ
れ
る
特
例
が
あ
り
ま
す
。

※
　
な
お
、
申
告
書
に
は
個
人
番
号
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
）
の
記
載
が
必
要
で
す
（
青
色
申
告
決
算
書
、

収
支
内
訳
書
、
計
算
明
細
書
の
申
告
書
添
付
書
類

に
つ
い
て
は
、
個
人
番
号
の
記
載
は
不
要
で
す
）
。

ま
た
、
申
告
書
提
出
の
際
、
本
人
確
認
書
類
の
提

示
又
は
写
し
の
添
付
が
必
要
で
す
。
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令
和
２
年
分
の
所
得
税
か
ら
、
各
種
所
得

控
除
が
大
き
く
変
わ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま

す
。

青
色
申
告
特
別
控
除

　

青
色
申
告
特
別
控
除
に
つ
い
て
、
取
引
を

正
規
の
簿
記
の
原
則
に
従
っ
て
記
録
し
て
い

る
者
に
係
る
控
除
額
を
55
万
円
（
改
正
前
：

65
万
円
）
に
引
き
下
げ
る
一
方
、
取
引
を
正

規
の
簿
記
の
原
則
に
従
っ
て
記
録
し
、
次
の

①
②
の
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
者
に
係

る
控
除
額
は
65
万
円
と
さ
れ
ま
し
た
。

①　

そ
の
年
分
の
事
業
に
係
る
仕
訳
帳
及
び

総
勘
定
元
帳
に
つ
い
て
、
法
律
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
「
電
磁
的
記
録
の
備
付

け
及
び
保
存
」
等
を
行
っ
て
い
る
こ
と

②　

そ
の
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告
書
、

貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
等
の
提
出

を
、
そ
の
提
出
期
限
ま
で
に
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ

を
使
用
し
て
行
う
こ
と

基
礎
控
除

　

基
礎
控
除
に
つ
い
て
は
、
控
除
額
が
一
律

10
万
円
引
き
上
げ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
合
計

所
得
金
額
が
２
４
０
０
万
円
を
超
え
る
個
人

に
つ
い
て
は
そ
の
合
計
所
得
金
額
に
応
じ
て

控
除
額
が
逓
減
し
、
合
計
所
得
金
額
が
２
５

設
け
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

◆
所
得
金
額
調
整
控
除

　

所
得
金
額
調
整
控
除
が
次
の
と
お
り
創
設

さ
れ
ま
し
た
。

①　

そ
の
年
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が
８
５

０
万
円
を
超
え
る
居
住
者
で
、
本
人
が
特

別
障
害
者
に
該
当
す
る
も
の
又
は
年
齢
23

歳
未
満
の
扶
養
親
族
を
有
す
る
も
の
若
し

く
は
特
別
障
害
者
で
あ
る
同
一
生
計
配
偶

者
若
し
く
は
扶
養
親
族
を
有
す
る
も
の
の

総
所
得
金
額
を
計
算
す
る
場
合
に
は
、
給

与
等
の
収
入
金
額
か
ら
８
５
０
万
円（
１
０

０
０
万
円
超
の
場
合
は
１
０
０
０
万
円
）

　

を
控
除
し
た
金
額
の
10
％
相
当
額
を
、
給

与
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る

②　

そ
の
年
の
給
与
所
得
控
除
後
の
給
与
等

の
金
額
及
び
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得

の
金
額
が
あ
る
居
住
者
で
、
そ
の
合
計
額

が
10
万
円
を
超
え
る
も
の
の
総
所
得
金
額

を
計
算
す
る
場
合
に
は
、
給
与
所
得
控
除

後
の
給
与
等
の
金
額
及
び
公
的
年
金
等
に

係
る
雑
所
得
の
金
額
（
そ
れ
ぞ
れ
10
万
円

が
限
度
）
の
合
計
額
か
ら
10
万
円
を
控
除

し
た
残
額
を
、
給
与
所
得
の
金
額
か
ら
控

除
す
る

◆
各
種
所
得
控
除
等
を
受
け
る
た
め
の
扶
養

　
親
族
等
の
合
計
所
得
金
額
要
件
等
の
改
正

　

同
一
生
計
配
偶
者
、
扶
養
親
族
、
源
泉
控

除
対
象
配
偶
者
、
配
偶
者
特
別
控
除
の
対
象

と
な
る
配
偶
者
及
び
勤
労
学
生
の
合
計
所
得

金
額
要
件
が
、
そ
れ
ぞ
れ
10
万
円
引
き
上
げ

ら
れ
ま
し
た
。

所
得
控
除
が
大
き
く
変
わ
り
ま
す

明 る い 社 会 に い き る 税
＜青色申告特別控除と基礎控除の改正＞
（合計所得金額が2,400万円以下の場合）

⑴正規の簿記の
　原則で記帳
⑵貸借対照表と
　損益計算書を
　添付
⑶期限内申告

改正前の要件
　　 ＋
e-Taxによる
電子申告又は
電子帳簿保存

改正前の要件

103
万円

113
万円

103
万円

38
万円

48
万円

48
万円

65
万円

合計
基礎
控除

記載方法
申告方法

控除額 要件

青色
控除

65
万円

改
　
正
　
前

改
　
正
　
後

55
万円

＜基礎控除の改正＞

合計所得
金額

2,400万円以下

2,400万円超
2,450万円以下

2,450万円超
2,500万円以下

基礎控除額

改正後

48万円

32万円

16万円

改正前

38万円
（所得制限
なし）
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知 っ て お ト ク な 税 の 知 識

帳簿と請求書等の保存

　課税事業者の方は、仕入税額控

除の適用を受けるためには、区分

経理に対応した帳簿及び区分記載

請求書等の保存が必要となります。

■　地方消費税の納税額の計算方法

　国税の消費税納税額を基に地方消費税の納税額を計算します。

 税率6.24％、7.8％適用分

　地方消費税の納税額＝国税の消費税納税額×22/78

■　消費税及び地方消費税の申告・納付が必要な方

①　平成30年分の課税売上高が1,000万円を超える方

②　平成30年分の課税売上高が1,000万円以下で、「消費税課税事業者選択届出書」を提出している方

③　上記①、②に該当しない場合で、令和元年（平成31年）１月１日～６月30日までの期間における

　　課税売上高が1,000万円を超える方
　　※課税売上高に代えて、給与等支払額による判定も可能です。

■　消費税の納税額の計算方法

 一般的な消費税納税額の計算方法

 簡易課税制度を適用した場合の消費税納税額の計算方法

　簡易課税制度を選択している場合は、事業区分に応じた「みなし仕入率」で計算します。
　※複数の事業を営む事業者は、課税売上高を事業ごとに区分することで、別途特例の計算をすることが可能です。

令和２年分　消費税及び地方消費税の申告・納付

第１種事業

第２種事業

第３種事業

第４種事業

第５種事業

第６種事業

90%

80%

70%

60%

50%

40%

卸売業

小売業、農林漁業（飲食料品の譲渡に係る事業）

農林漁業（飲食料品の譲渡に係る事業を除く）、鉱業、建設業、
製造業、電気・ガス・熱供給・水道業

飲食店業、その他の事業

金融業及び保険業、運輸通信業、サービス業（飲食店業以外）

不動産業

種　別 みなし
仕入率 主な業種

国税の消費税
納税額

課税期間中の課税売上げ
に係る消費税額

課税期間中の課税売上げ
に係る消費税額

－ ×　 みなし仕入率＝

国税の消費税
納税額

課税期間中の課税売上げ
に係る消費税額

課税期間中の課税仕入れに
係る消費税額

＝ －
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①　国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認
　められること
②　納税について誠実な意思を有すると認められること
③　猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと
④　納付すべき国税の納期限から６か月以内に申請書が提出されていること
※　担保の提供が明らかに可能な場合を除いて、担保は不要となります。
（注）　既に滞納がある場合や滞納となってから６月を超える場合であっても、税務署長の職権に
　　よる換価の猶予（国税徴収法第151条）が受けられる場合もあります。

①　確定申告会場で当日配付
　　「入場整理券」は、当日、会場で配付します。全て配付した場合など配付状況に応じて、後日
　の来場をお願いすることもありますので、あらかじめご了承ください。

②　オンライン（LINE）で事前発行
　　国税庁LINE公式アカウントからオンラインで事前取得できます。
　　まずは国税庁LINE公式アカウントを友だち追加してください。

　国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、次の要件の全
てに該当するときは、原則として１年以内の期間に限り、猶予が認められますので、税務署
（徴収担当）にご相談ください。

　令和２年分確定申告会場の「西陣織会館」への入場には、混雑緩和を図る観点から、入場
できる時間枠が指定された「入場整理券」が必要となります。
　なお、入場整理券の配付方法は２通りあります。

　詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

○ 要件

納税が困難な方には猶予制度があります

確定申告会場（西陣織会館）への入場には、
「入場整理券」が必要です

確定申告 まずは『確定申告』で検索！

（上京税務署提供）
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○　原則として１年間納税が猶予されます。（状況に応じて更に１年間猶予される場合があります。）
○　猶予期間中の延滞税が軽減されます。
○　財産の差押えや換価（売却）が猶予されます。（申請による換価の猶予：国税徴収法第151条の２）

　新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸
資産を廃棄した場合

○ 猶予が認められると…

○　原則として１年間納税が猶予されます。（状況に応じて更に１年間猶予される場合があります。）
○　猶予期間中の延滞税が軽減又は免除されます。
○　財産の差押えや換価（売却）が猶予されます。（納税の猶予：国税通則法第46条）

○ 猶予が認められると…

更に個別の事情に該当する場合は、他の猶予制度を活用することもできます。

（上京税務署提供）

　新型コロナウイルス感染症に納税者（ご家族を含む。）がり患された場合のほか、新型コ
ロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予が認め
られることがありますので、税務署（徴収担当）にご相談ください。

（ケース１）災害により財産に相当な損失が生じた場合

　納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合、国税を一時に納付できない額
のうち、医療費や治療等に付随する費用

（ケース２）ご本人又はご家族が病気にかかった場合

　納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合、国税を一時に納付できない額の
うち、休廃業に関して生じた損失や費用に相当する金額

（ケース３）事業を廃止し、又は休止した場合

　納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合、国税を一時に
納付できない額のうち、受けた損失額に相当する金額

（ケース４）事業に著しい損失を受けた場合
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明 る い 納 税 　 明 る い 社 会

〒600-8372
京都市下京区五条通大宮南門前町480
TEL.075-371-2111　FAX.075-341-4380
午前9時～午後5時（土・日・祝日・年末年始を除く）

京都支店

京都支社
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京都支社/京都府京都市中京区烏丸通三条下ル饅頭屋町595-3(大同生命京都ビル4F)
TEL 075-231-5341

考 え て み よ う 　 身 近 な 税 を


